
 

 

弁護士法人 小寺・松田法律事務所 家事事件に関する弁護士報酬細則 
 

第１条（目的） 

弁護士法人小寺・松田法律事務所（以下「当法律事務所」といいます。）が受任する事件または法律事務（以下「事件等」といいます）の

うち、家事事件手続法に定める事件の処理に係る弁護士報酬に関する基準を、以下のように定めます。なお、本細則の用語は弁護士法人 

小寺・松田法律事務所 弁護士報酬規程（以下「本規程」といいます。）の例により、本細則に定めのない事項は本規程の定めるとおりと

します。 

第２条（通則） 

 １ 本細則に定める着手金には、調停、審判、訴訟期日の出廷回数として５回分の日当を含むものとし、６回目以降の出廷が必要な場合

には１回あたり１万円（税込１万１０００円）を日当として請求することができるものとします。 

 ２ 本細則に定める事件について、調停から裁判に移行する場合、又は上訴する場合には、着手金の２分の１を上限として追加の着手金を

請求することができるものとします。 

第３条（離婚の請求を伴わない婚姻費用分担請求及び養育費請求） 

１ 離婚請求を伴わず、婚姻費用又は養育費の支払いを求める場合の着手金及び成功報酬金は、直近２年分の支払予定額を基準として本規

程６条の基準により定めます。ただし、着手金の最低額は１５万円（税込１６万５０００円）とします。 

第４条（離婚の請求を伴わない子の監護者の指定・子の引渡し） 

１ 離婚請求を伴わず、子の監護者の指定又は子の引渡し、又はその両方を求める場合の着手金は、４０万円（税込４４万円）とします。 

２ 前項の場合であって、子の引渡しを求める仮処分の申立てを伴う場合には、前項の着手金に１０万円（税込１１万円）を加算できるも

のとします。 

３ 第１項の場合であって、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなった場合には、事件に着手した後であっても前２項の着手金

に追加して、１０万円（税込１１万円）の着手金を請求することができるものとします。 

４ 成功報酬金については、着手金に準じて依頼者との協議により定めます。 

第５条（離婚の請求を伴わない子の監護に関する事項） 

 １ 離婚請求を伴わず、面会交流その他の子の監護に関する事項を定めることを目的とする場合の着手金は、４０万円（税込４４万円）と

します。 

 ２ 前項の場合であって、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなった場合には、事件に着手した後であっても前項の着手金に追

加して、１０万円（税込１１万円）の着手金を請求することができるものとします。 

 ４ 当法律事務所は、原則として、試行的面会交流及び面会交流に伴う子の引渡しに同席しないものとします。ただし、やむを得ず同席が

必要な場合には、１回あたり１万円（税込１万１０００円）を日当として請求することができるものとします。 

第６条（親権者変更の申立て） 

 １ 親権者変更の申立ての着手金は４０万円（税込４４万円）とします。 

 ２ 前項の場合であって、子の引渡しを求める仮処分の申立てを伴う場合には、前項の着手金に１０万円（税込１１万円）を加算できるも

のとします。 

３ 第１項の場合であって、家庭裁判所調査官による調査が行われる事となった場合には、事件に着手した後であっても前２項の着手金に

追加して、１０万円（税込１１万円）の着手金を請求することができるものとします。 

 ４ 成功報酬金については、着手金に準じて依頼者との協議により定めます。 

第７条（弁護士費用） 

次の各号に定める事件の弁護士費用は、それぞれ各号に定めるとおり算定します。 

⑴ 成年後見開始申立て、保佐開始申立て、補助開始申立て 

２０万円～５０万円（税込２２万円～５５万円） 

 ⑵ 不在者財産管理人選任申立て 

２０万円～５０万円（税込２２万円～５５万円） 

⑶ 失踪宣告申立て 

２０万円～５０万円（税込２２万円～５５万円） 

⑷ 相続放棄、限定承認の申述 

① 申述する者が１名の場合 １０万円（税込１１万円） 

② 申述する者が複数の場合 １０万円＋（（人数－１）×２万円）（税込 １１万円＋（（人数－１）×２万２０００円）） 

⑸ 相続財産清算人選任申立て 

２０万円～５０万円（税込２２万円～５５万円） 

⑹ 遺言書検認申立て 

１０万円（税込１１万円） 

ただし、被相続人の配偶者及び子以外の推定相続人を調査すべき場合には５万円（税込５万５０００円）を追加して請求することが

できるものとする。 

⑺ 遺言執行者選任申立て 

１０万円（税込１１万円） 

 ただし、遺言書の検認から引き続いて受任する場合には、依頼者との協議により定める。 

 



 

 

⑻ 戸籍上の氏名変更の申立て 

３０万円（税込３３万円） 

 

（附 則）  

この規程は、令和８年１月１日から施行します。 


